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商務省令第4版において、外国

人事業ライセンスを必要としない

サービスが発表されました。
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タイ商務省は、2019年6月13日に、外国人事業ライセ

ンス（Foreign Business Licences）を必要としないサ

ービスについて定めた商務省令第4版を発行しまし

た。

本省令の主な内容については、以下をご参照くださ

い。 
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主な内容 
 

新たな省令では、以下3つのサービス提供について外国人事業ライセンス（Foreign Business Licences）が不要となる

ことが定められました。 

 

1. 国内における金銭貸付サービス 

2. 賃貸オフィスサービス（設備を含む） 

3. マネージメント、マーケティング、人的資源、情報テクノロジーに関するアドバイザリーサービス 

 

これらの恩典の対象となるには、サービス受領者は、サービス提供者との間に、以下いずれかの関係性を有している必

要があります。 

 

1. 一方の法人の過半数の株主またはパートナーが、他方の法人の株主、またはパートナーであり、かつ、当該他

方の法人の過半数の株主またはパートナーである場合 

2. 一方の法人の資本合計の25％に相当する株式、またはパートナーシップを所有する株主またはパートナーが、

他方の法人の資本合計の25％以上に相当する株式またはパートナーシップを有する場合 

3. 一方の法人が、他方の法人の資本合計の25%以上に相当する株式またはパートナーシップを保有する場合 

4. 一方の法人をコントロールする権限を有するダイレクターやパートナーの半数以上が、他方の法人をコントロー

ルする権限を有するダイレクターやパートナーの半数以上である場合 

 

もし、サービス受領者と、サービス提供者の関係性が、以上いずれかの条件に合致しない場合には、たとえ、同一グル

ープ会社同士であったとしても、事業開始前に、外国人事業ライセンスが必要となります。 

(注) 上記の条件に合致する場合は、外国人事業ライセンスを取得する必要はなくなりましたが、それぞれのケースが外

国人事業ライセンスが必要ないサービスであることを確認するため、各ケースについてルーリングレターを取得すること

をお勧めします。外国人事業法違反は、罰則が厳しいので、あとでトラブルにならないように確認してお墨付きをもらって

おくことをお勧めします。 
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日本企業部  (Direct Telephone) 

 

魚住  篤志 

(0 2844 1157/Mobile:08 18220338)  
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 

 

 

  

 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 

PricewaterhouseCoopers (Tel)  0 2844 1000 / （Fax） 0 2286 2666 

Vunnipa Ruamrangsri 

Thiti Siriphairoj 
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